
新型コロナウイルス関連情報 

（４月１３日現在：検疫措置関係省令の一部改正） 

 

１２日，オーストリアの国境管理（検疫）に関係する保健省令の改正が公布されました。 

改正点は以下のとおりです。 

この改正は，４月１５日から施行されます。 

 

○ 医療上の目的で入国する者（陰性証明書も自己隔離措置も不要）について、国境等

の検査時には、従前の所定の様式（G 及び H）の提示に加え、（オーストリアで）「医療を

受けることが必要不可欠であること」を疎明することが必要になりました。 

（注：もともと様式 G 及び H は、オーストリアで医療を受けることが必要不可欠である旨

の医師の証明書であるが、今次改正によりそれに加えて何らかの疎明書類を要すること

とされたもの。） 

○ 一般の入国に比べて検査の頻度が緩和されている定期的な越境通勤・通学者につ

いて、検査の有効期間が７２時間とされている出国地を定めたリスト B（高罹患率国・地

域）から、マルタが削除されました。 

（改正後の）リスト B 掲載国（高罹患率国・地域）：ブルガリア、エストニア、フランス、イタリ

ア、ポーランド、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、キプロス 

○    上記改正は、４月１５日をもって施行されます。 

 

（改正省令原文） 

BGBLA_2021_II_165.pdfsig (bka.gv.at) 

（現行省令） 

RIS - COVID-19-Einreiseverordnung - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 

12.04.2021 (bka.gv.at) 

 

【参考】 

■ オーストリア保健省 

〇新型コロナウイルス情報（独語） 

https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-

Coronavirus-(2019-nCov).html 

〇AGES Dashboard（各行政区毎の過去７日間の感染状況等）（独語・英語） 

https://covid19-dashboard.ages.at/ 

〇４色信号機システム特設サイト（独語） 

https://corona-ampel.gv.at/ 

〇新型コロナウイルス・ホットライン（独語・英語） 



Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月－金，9:00-17:00) 

ウェブサイト：https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

■ 日本厚生労働省 

〇新型コロナウイルス関連情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

○新型コロナウイルスに関する Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0001.html 

■ 世界保健機関（WHO） 

○ウェブサイト：https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

 

（問い合わせ先） 

○在オーストリア日本国大使館 

住所：Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria 

電話: （市外局番０１）５３１９２０ 

Fax: （市外局番０１）５３２０５９０ 

ホームページ：https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のＵＲＬから停

止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

 


